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１【提出理由】

　平成26年６月27日開催の当行第111期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出

するものであります。

 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

平成26年６月27日

 

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１　期末配当に関する事項

 (1)　配当財産の種類

　　　金銭

 (2)　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　　当行普通株式１株につき金３円

　　　総額565,002,078円

 (3)　剰余金の配当が効力を生ずる日

　　　平成26年６月30日

２　別途積立金の積立に関する事項

 (1)　増加する剰余金の項目とその額

　　　別途積立金　　　　4,000,000,000円

 (2)　減少する剰余金の項目とその額

　　　繰越利益剰余金　　4,000,000,000円

 

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役に湊屋隆夫、佐々木忠夫、新谷明弘、東海林利夫、西村典剛、渡邉靖彦、豊口祐一、

佐々木利幸、小野秀人、工藤孝徳、高田眞千の11名を選任するものであります。

 

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役に大渕宏見、北嶋正の２名を選任するものであります。

 

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役に松井秀樹氏を選任するものであります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項
賛成数
（個）

反対数
（個）

棄権数
（個）

可決要件
決議の結果及び
賛成割合（％）

第１号議案

剰余金の処分の件
140,026 141 0 （注）１ 可決　　96.69
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決議事項
賛成数
（個）

反対数
（個）

棄権数
（個）

可決要件
決議の結果及び
賛成割合（％）

第２号議案

取締役11名選任の件
   （注）２  

湊屋　隆夫 135,790 4,377 0  可決　　93.77

佐々木忠夫 137,157 3,010 0  可決　　94.71

新谷　明弘 137,162 3,005 0  可決　　94.72

東海林利夫 137,162 3,005 0  可決　　94.72

西村　典剛 137,162 3,005 0  可決　　94.72

渡邉　靖彦 138,120 2,047 0  可決　　95.38

豊口　祐一 139,955 212 0  可決　　96.65

佐々木利幸 138,533 1,634 0  可決　　95.66

小野　秀人 138,528 1,639 0  可決　　95.66

工藤　孝徳 138,528 1,639 0  可決　　95.66

高田　眞千 138,722 1,445 0  可決　　95.79

第３号議案

監査役２名選任の件
   （注）２  

大渕　宏見 136,609 3,558 0  可決　　94.33

北嶋　正 128,770 11,397 0  可決　　88.92

第４号議案

補欠監査役１名選任の件
   （注）２  

松井　秀樹 115,740 24,427 0  可決　　79.92

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成によります。

 

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛

成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上
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